
健康保険法等の規定に基づき、入院中の食事代の自己負担額が下記の通り変更となります。

所得区分 令和7年3月まで 令和7年4月から

現役並み
所得者

1食490円 1食510円

一定以上
所得者

1食490円 1食510円

90日までの入院 90日までの入院 1食230円 1食240円
※90日以上の入院 ※90日以上の入院 1食180円 1食190円

1食110円 １食110円

※ 区分オ、低Ⅱの受給者証をお持ちの方で入院日数が90日を超えている場合は、申請後に認定を受けると食事療養費
　の負担額が減額されます。原則、申請した翌月からの該当となります。

〇  平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間（平成28年4月1日以後、
　合併症等で同日内に他病床に移動又は転院する場合も含む）260円になります。

入院時食事療養費の自己負担額変更のお知らせ（令和7年4月1日～）

区分オ 低Ⅱ

低Ⅰ

住民税
非課税世帯

0歳～69歳の方 70歳以上の方

区分ア
区分イ
区分ウ

現役並Ⅲ
現役並Ⅱ
現役並Ⅰ

区分エ 一般
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